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第４回

谷村第一小学校・都留文科大学附属小学校

統合準備委員会資料

令和８年３月１７日（火）午後６時３０分から
教育プラザ都留 ３階 大研修室
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１．統合準備委員会審議事項に係る保護者、住民等説明会報告について

令和8年2月17日(火)午後7時から まちづくり交流センター４階大ホールにおいて、両校保護者、住民等を対象と

した統合説明会を開催したところ、谷一小学校区から12名、附属小学校区から19名の合計31名が参加した。

これまでに統合準備委員会で審議されてきたスクールバスの運行及び統合後の学校の名称、校歌等についての説

明後に、質疑応答が行われた。

参加者からは、特にスクールバスの運行について、多くの質問や意見があり、事後アンケートにもスクールバス

や学校の名称、校歌等について多くの意見が寄せられた。

令和7年12月12日(金)午後5時30分から開催された谷一会役員会に出席し、統合後の学校の名称、校歌等について

統合準備委員会で審議されている内容を説明し、その場及び事後アンケートにおいて意見が寄せられた。

（※谷一会は、谷一小PTAの歴代会長で組織する会）

※ 別紙保護者、住民等説明会概要及びアンケート結果参照
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名称 位置

都留市立都留第一中学校 都留市大野52番地5

都留市立都留第二中学校 都留市四日市場750番地

都留市立東桂中学校 都留市桂町840番地

都留市立谷村第一小学校 都留市上谷一丁目1番2号

都留市立谷村第二小学校 都留市法能923番地

都留市立都留文科大学附属小学校 都留市大野396番地

都留市立東桂小学校 都留市桂町796番地の1

都留市立宝小学校 都留市大幡1143番地

都留市立禾生第一小学校 都留市古川渡553番地

都留市立禾生第二小学校 都留市小形山753番地

都留市立学校設置条例（昭和51年都留市条例第22号）

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

２．統合後の校名等について

（１）学校の名称

「都留市小・中学校適正規模/適正配置基本方針」に基づき、都留文科大学附属小学校を同一中学校区の谷村第一小学

校へ統合する。

統合先の谷村第一小学校を都留文科大学の附属小学校と位置づけ、学校の名称を とする。

名称 位置

都留市立都留第一中学校 都留市大野52番地5

都留市立都留第二中学校 都留市四日市場750番地

都留市立東桂中学校 都留市桂町840番地

都留文科大学附属
都留市立谷村第一小学校

都留市上谷一丁目1番2号

都留市立谷村第二小学校 都留市法能923番地

都留市立東桂小学校 都留市桂町796番地の1

都留市立宝小学校 都留市大幡1143番地

都留市立禾生第一小学校 都留市古川渡553番地

都留市立禾生第二小学校 都留市小形山753番地

（改正前） （改正後）

「都留文科大学附属
都留市立谷村第一小学校」
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【谷村第一小学校 沿革】

明治6年  公立小学谷村学校として開業

明治13年7月 中学校科設立

明治16年10月 高等小学校と改称

明治20年4月  尋常小学校と改称

明治25年6月  改正小学校令により高等科を併置

明治25年7月  谷村尋常高等小学校と改称

昭和16年4月  谷村国民学校と改称

（昭和17年4月 開地村と三吉村が谷村町に合併）

昭和17年4月  谷村第一国民学校と改称

昭和22年4月  谷村第一小学校と改称

昭和25年6月  新校章決定

昭和28年11月 80周年記念式典 新校歌発表 新校旗樹立

（昭和29年4月 都留市制施行）

令和9年4月 都留文科大学附属小学校と統合し都留文科大

学の附属小学校となる

【都留文科大学附属小学校 沿革】

明治7年3月 三吉小学校(真福寺)、同政伝分校(三輪神社)として創立

明治9年1月 それぞれ開地学校、政伝学校となる

明治20年4月  三吉尋常小学校開地分校となり、政伝は分教場となる

明治22年7月 三吉から分離し開地尋常小学校となる

明治30年3月 大津(現在地)に新校舎落成

大正8年4月 開地尋常高等小学校となる

昭和16年4月 開地国民学校となる

（昭和17年4月 開地村と三吉村が谷村町に合併）

昭和17年4月  谷村第三国民学校となる

昭和22年4月 谷村第三小学校となる

（昭和29年4月 都留市制施行）

昭和39年4月 都留文科大学附属小学校となる

昭和39年10月 校章制定、校旗樹立

昭和41年10月 校歌制定

平成27年4月 教育課程特例校による「英語科」開始
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都留市

都留文科大学
都留文科大学
附属小学校

都留市

都留文科大学
附属小学校

都留文科大学

公立大学法人

（設置者）

公立大学法人設立前 公立大学法人設立後

⚫ 都留文科大学は、公立大学法人都留文科大学が設置する大学

⚫ 公立大学法人都留文科大学は、地方独立行政法人法第７条の規定に基づき都留市が設立した法人

⚫ 都留文科大学附属小学校は、都留市が都留文科大学を設置運営していた昭和39年4月に都留文科大学の附属小学校と位置付

けられ改称した。

⚫ 都留文科大学は、平成21年4月に公立大学法人に設置者が変わったが、都留市と同法人が合意のもと都留市立都留文科大学

附属小学校を同大学の附属小学校と位置づけている。

（設置者） （設置者）
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【その他考慮すべき事項】

都留市小・中学校適正規模/適正配置基本方針に基づき、谷村第二小学校及び宝小学校が、令和

８年度以降において児童数の減少により統合を検討するべき状況となる。

このため、同一中学校区の小学校との統合を検討するか、戦略的に小中学校の再編を検討するか、

具体的な議論を始める必要がある。

谷村第一小学校の一部
谷村第二小学校
都留文科大学附属小学校

谷村第一小学校の一部
宝小学校
禾生第一小学校
禾生第二小学校

都留第一中学校区 都留第二中学校区 東桂中学校区

東桂小学校
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（２）校歌について

谷村第一小学校の校歌を継承する。

（３）校章について

谷村第一小学校の校章を継承する。

（４）校旗

現谷村第一小学校の校旗のデザインを基に新規作成

両面

現谷村第一小学校の校旗

両面

新規作成イメージ
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都留文科大学附属

都 留 市 立

谷村第一小学校

谷村第一小学校
都留文科大学附属

（５）校名プレート

都留市立
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３．交流事業等について

両校の全校児童向けの統合説明（予定日4月27日）

保護者への進捗状況説明予定（谷一小PTA役員4月10日、谷一小保護者5月1日、附属小保護者5月9日）

第１回両校全体交流会（予定日6月18日）

（１）交流事業計画（案）

附属小の全校児童が、谷一小で一緒に授業を受け、給食を食べたり休み時間を過ごしたりする機会を複数回

設け、統合後の学校生活に馴染めるようにする。年度後半において、交流事業に併せてスクールバスのお試し

乗車を行い、朝想定される乗降場所からスクールバスで谷一小へ登下校して帰宅するまでを、一日かけて経験

できるように計画する。

両校の相互理解を深めるための交流を計画する。

オンラインを活用し、リモートでミーティング等の機会を定期的に設け、日常的に交流を深めることを検討

する。

（２）その他統合に向けた直近の予定
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